


殿

老発０３２５第１号

令 和 ４ 年 ３ 月 25 日

都道府県知事

市 町 村 長

厚生労働省老健局長

（ 公 印 省 略 ）

介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の

公布について（通知）

「介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令（令和４年政令

第 113 号）」が本日公布され、本日から施行することとされた。

改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、十分御了知の上、その運用に遺漏な

きを期されたい。

記

第１ 改正の趣旨

令和４年３月 22 日に成立した令和４年度本予算において、介護職員の処遇改善につ

いては、令和４年 10 月に臨時の報酬改定を行い、収入を３％程度（月額平均 9,000 円

相当）引き上げるための措置を講じることが盛り込まれた。当該措置の実施に伴い介

護給付費の増加が見込まれる中で、市町村の給付に必要な資金が不足しないよう万全

を期すため、市町村に対して貸付けを行う財政安定化基金に不足が見込まれる場合に

は、介護保険事業計画期間中であっても特例的に積増しを可能とする。

第２ 改正の内容

財政安定化基金の資金が不足すると見込まれる都道府県については、当該不足する

と見込まれる額を厚生労働大臣に申し出ることによって、令和４年度又は令和５年度

において、財政安定化基金の積増しを行うことができることとする。

なお、財政安定化基金の原資については、国、都道府県及び市町村が３分の１ずつ

負担することとされているが、今回の特例的積増しに係る都道府県及び市町村の負担

分については、令和４年度本予算において国費による全額の財政支援を行うための費

用を計上している。

第３ 施行期日

公布日



令和年月日 金曜日 (号外特第号)官 報
２

前
項
の
令
和
四
年
度
基
金
残
高
不
足
都
道
府
県
は
、
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
が
第
三
号
に
掲

げ
る
額
に
不
足
す
る
都
道
府
県
で
あ
っ
て
、
当
該
不
足
す
る
額
を
厚
生
労
働
大
臣
に
申
し
出
た
も
の
と
す
る
。

一

令
和
四
年
度
の
末
日
に
お
け
る
財
政
安
定
化
基
金
の
残
高
の
見
込
額
（
同
年
度
に
お
い
て
見
込
ま
れ
る
額
と
す

る
。）

二

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額

イ

令
和
五
年
度
中
に
都
道
府
県
が
法
第
百
四
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
財
政
安
定
化
基
金
に
繰
り
入
れ
る

額
の
見
込
額（
前
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
と
し
た
な
ら
ば
、令
和
四
年
度
に
お
い
て
見
込
ま
れ
る
額
と
す
る
。）

ロ

令
和
五
年
度
中
の
都
道
府
県
内
の
各
市
町
村
の
基
金
事
業
借
入
金
の
償
還
見
込
額
（
令
和
四
年
度
に
お
い
て

見
込
ま
れ
る
額
と
す
る
。）の
総
額

ハ

令
和
五
年
度
中
の
法
第
百
四
十
七
条
第
七
項
に
規
定
す
る
収
入
の
見
込
額
（
令
和
四
年
度
に
お
い
て
見
込
ま

れ
る
額
と
す
る
。）

三

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額

イ

令
和
五
年
度
中
の
都
道
府
県
内
の
各
市
町
村
に
対
す
る
基
金
事
業
交
付
金
の
見
込
額
（
令
和
四
年
度
に
お
い

て
見
込
ま
れ
る
額
と
す
る
。）の
総
額

ロ

令
和
五
年
度
中
の
都
道
府
県
内
の
各
市
町
村
に
対
す
る
基
金
事
業
貸
付
金
の
見
込
額
（
令
和
四
年
度
に
お
い

て
見
込
ま
れ
る
額
と
す
る
。）の
総
額

３

両
年
度
基
金
残
高
不
足
都
道
府
県
に
係
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
得
た
額
」
と
あ
る
の

は
「
得
た
額
及
び
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
不
足
す
る
額
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
額
に
同
号
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
算
額
」
と
、「
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
及
び
同
項
第
一

号
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
三
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
不
足
す
る
額
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
勘
案
し
て

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
及
び
第
一
項
の
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
不
足
す
る
額
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を

勘
案
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
の
合
算
額
並
び
に
第
一
項
第
一
号
」
と
す
る
。

４

前
項
の
両
年
度
基
金
残
高
不
足
都
道
府
県
は
、
第
二
項
に
規
定
す
る
令
和
四
年
度
基
金
残
高
不
足
都
道
府
県
の
う

ち
、
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
が
第
三
号
に
掲
げ
る
額
に
不
足
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
不
足

す
る
額
を
厚
生
労
働
大
臣
に
申
し
出
た
も
の
と
す
る
。

一

令
和
四
年
度
の
末
日
に
お
け
る
財
政
安
定
化
基
金
の
残
高

二

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額

イ

令
和
五
年
度
中
に
都
道
府
県
が
法
第
百
四
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
財
政
安
定
化
基
金
に
繰
り
入
れ
る

額
の
見
込
額
（
前
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
と
し
た
な
ら
ば
、
同
年
度
に
お
い
て
見
込
ま
れ
る
額
と
す
る
。）

ロ

令
和
五
年
度
中
の
都
道
府
県
内
の
各
市
町
村
の
基
金
事
業
借
入
金
の
償
還
見
込
額
（
同
年
度
に
お
い
て
見
込

ま
れ
る
額
と
す
る
。）の
総
額

ハ

令
和
五
年
度
中
の
法
第
百
四
十
七
条
第
七
項
に
規
定
す
る
収
入
の
見
込
額
（
同
年
度
に
お
い
て
見
込
ま
れ
る

額
と
す
る
。）

三

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額

イ

令
和
五
年
度
中
の
都
道
府
県
内
の
各
市
町
村
に
対
す
る
基
金
事
業
交
付
金
の
見
込
額
（
同
年
度
に
お
い
て
見

込
ま
れ
る
額
と
す
る
。）の
総
額

ロ

令
和
五
年
度
中
の
都
道
府
県
内
の
各
市
町
村
に
対
す
る
基
金
事
業
貸
付
金
の
見
込
額
（
同
年
度
に
お
い
て
見

込
ま
れ
る
額
と
す
る
。）の
総
額

５

令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
の
計
画
期
間
に
お
け
る
令
和
五
年
度
基
金
残
高
不
足
都
道
府
県
に
係
る
第
十

二
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
第
一
号
」
と
あ
る

の
は
「
当
初
見
込
拠
出
金
の
額
（
第
一
号
」
と
、「
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
を
い
う
。）及
び
期
中
追
加
拠
出
金
の
額

（
当
該
都
道
府
県
の
附
則
第
三
条
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
不
足
す
る
額
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
勘
案
し
て

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
に
同
号
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
い
う
。）の
合
算
額
と
す
る
」
と
、
同
項
各
号

中
「
見
込
額
」
と
あ
る
の
は
「
見
込
額
（
令
和
二
年
度
に
お
い
て
見
込
ま
れ
る
額
と
す
る
。）」
と
、「
都
道
府
県
内
標

準
給
付
費
等
総
額
」
と
あ
る
の
は
「
当
初
見
込
都
道
府
県
内
標
準
給
付
費
等
総
額
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
市
町
村

の
拠
出
金
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
の
同
項
に
規
定
す
る
当
初
見
込
拠
出
金
の
額
」
と
、
同
条
第
四
項
及
び
第

六
項
中
「
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
及
び
同
項
第
一
号

に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
」
と
す
る
。

介
護
保
険
の
国
庫
負
担
金
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

松
野

博
一

政
令
第
百
十
三
号

介
護
保
険
の
国
庫
負
担
金
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
四
十
七
条
第
三
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

介
護
保
険
の
国
庫
負
担
金
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

附
則
第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
の
計
画
期
間
に
お
け
る
財
政
安
定
化
基
金
拠
出
金
の
額
の
算
定
方
法
等
に
関

す
る
特
例
）

第
三
条
の
二

令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
の
計
画
期
間
に
お
け
る
令
和
四
年
度
基
金
残
高
不
足
都
道
府
県
に

係
る
第
十
二
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中「
第
一
号
」

と
あ
る
の
は
「
当
初
見
込
拠
出
金
の
額
（
第
一
号
」
と
、「
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
を
い
う
。）及
び
期
中
追
加
拠
出

金
の
額
（
当
該
都
道
府
県
の
附
則
第
三
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
不
足
す
る
額
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
勘

案
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
に
同
号
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
い
う
。）の
合
算
額
と
す
る
」
と
、
同

項
各
号
中
「
見
込
額
」
と
あ
る
の
は
「
見
込
額
（
令
和
二
年
度
に
お
い
て
見
込
ま
れ
る
額
と
す
る
。）」
と
、「
都
道
府

県
内
標
準
給
付
費
等
総
額
」
と
あ
る
の
は
「
当
初
見
込
都
道
府
県
内
標
準
給
付
費
等
総
額
」
と
、同
条
第
二
項
中「
市

町
村
の
拠
出
金
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
の
同
項
に
規
定
す
る
当
初
見
込
拠
出
金
の
額
」
と
、
同
条
第
四
項
及

び
第
六
項
中
「
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
及
び
同
項
第

一
号
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
」
と
す
る
。

６

前
項
の
令
和
五
年
度
基
金
残
高
不
足
都
道
府
県
は
、
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
が
第
三
号
に
掲

げ
る
額
に
不
足
す
る
都
道
府
県
で
あ
っ
て
、
当
該
不
足
す
る
額
を
厚
生
労
働
大
臣
に
申
し
出
た
も
の
（
第
二
項
に
規

定
す
る
令
和
四
年
度
基
金
残
高
不
足
都
道
府
県
を
除
く
。）と
す
る
。

一

令
和
四
年
度
の
末
日
に
お
け
る
財
政
安
定
化
基
金
の
残
高

二

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額

イ

令
和
五
年
度
中
に
都
道
府
県
が
法
第
百
四
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
財
政
安
定
化
基
金
に
繰
り
入
れ
る

額
の
見
込
額
（
前
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
と
し
た
な
ら
ば
、
同
年
度
に
お
い
て
見
込
ま
れ
る
額
と
す
る
。）

ロ

令
和
五
年
度
中
の
都
道
府
県
内
の
各
市
町
村
の
基
金
事
業
借
入
金
の
償
還
見
込
額
（
同
年
度
に
お
い
て
見
込

ま
れ
る
額
と
す
る
。）の
総
額

ハ

令
和
五
年
度
中
の
法
第
百
四
十
七
条
第
七
項
に
規
定
す
る
収
入
の
見
込
額
（
同
年
度
に
お
い
て
見
込
ま
れ
る

額
と
す
る
。）

三

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額

イ

令
和
五
年
度
中
の
都
道
府
県
内
の
各
市
町
村
に
対
す
る
基
金
事
業
交
付
金
の
見
込
額
（
同
年
度
に
お
い
て
見

込
ま
れ
る
額
と
す
る
。）の
総
額

ロ

令
和
五
年
度
中
の
都
道
府
県
内
の
各
市
町
村
に
対
す
る
基
金
事
業
貸
付
金
の
見
込
額
（
同
年
度
に
お
い
て
見

込
ま
れ
る
額
と
す
る
。）の
総
額

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣

後
藤

茂
之

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

松
野

博
一




